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風
車
に
よ
る
健
康
被
害
と
補
助
金
交
付
認
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
一
七
〇
国
会
に
お
い
て
「
風
力
発
電
施
設
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
を
提
出
し
、
二
酸
化
炭
素
削
減
効
果
、
低
周
波
騒
音

に
よ
る
健
康
被
害
、
被
害
者
の
救
済
措
置
等
、
景
観
破
壊
と
国
立
・
国
定
公
園
の
維
持
な
ど
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
求
め

た
。
し
か
し
、
極
め
て
不
十
分
な
答
弁
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
風
車
に
よ
る
健
康
被
害
の
認
識
、
健
康
被
害
者
救
済
と

被
害
拡
大
の
防
止
、
補
助
金
認
定
要
件
の
適
正
運
用
と
申
請
書
類
精
査
等
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
い
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
を
す
る
。

一

風
力
発
電
施
設
運
転
に
よ
る
健
康
被
害
の
認
識
と
調
査
研
究
に
つ
い
て

先
般
の
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
風
力
発
電
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
、
被
害
発
生
に
関
す

る
政
府
の
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
た
。
そ
れ
に
対
す
る
答
弁
は
、
「
『
低
周
波
音
対
策
検
討
調
査
委
員
会
』
が
平

成
一
五
年
三
月
に
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
は
、
各
国
の
低
周
波
音
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
並
び
に
過
去
の
研
究

報
告
を
踏
ま
え
、
『
一
般
住
空
間
に
お
け
る
低
周
波
音
の
レ
ベ
ル
程
度
で
は
、
病
的
な
影
響
を
引
き
起
こ
す
直
接
的
な
要
因

と
な
る
可
能
性
は
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
』
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
質
問
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
風
車
近
隣
に
お
い
て
は
、
多
様
な
被
害
症
状
が
数
多
く
訴
え
ら
れ
て
お
り
、

一



被
害
者
の
多
く
は
、
風
車
運
転
の
停
止
時
な
い
し
居
住
地
域
か
ら
離
れ
る
と
症
状
は
治
ま
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
風
車
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
を
明
確
に
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
風
車
運
転
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て
の
認
識
と
調
査
研
究
に
か
か
わ
る
問
題
等
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問

う
。

�
）

近
年
、
風
力
発
電
施
設
建
設
は
、
東
海
地
方
か
ら
中
部
山
岳
地
帯
、
紀
伊
半
島
な
ど
に
進
出
し
、
居
住
区
の
間
近
に

ウ
イ
ン
ド
フ
ァ
ー
ム
と
称
す
る
大
型
の
風
車
群
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
風
車
周
辺
の
住
民
か

ら
、
不
眠
、
血
圧
上
昇
、
め
ま
い
、
頭
痛
、
吐
き
気
、
腹
痛
、
全
身
の
こ
り
、
圧
迫
感
な
ど
多
様
な
健
康
へ
の
影
響
が

訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
引
っ
越
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
住
民
や
、
血
圧
上
昇
に
よ
り
倒
れ
て
入
院
し
、

亡
く
な
ら
れ
た
方
も
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
対
処
を
考

え
て
い
る
か
。

�
）

環
境
省
は
、
低
周
波
音
に
よ
る
苦
情
の
申
し
立
て
へ
の
対
応
の
目
安
と
し
て
「
参
照
値
」
を
示
し
、
参
照
値
以
下
の

音
圧
レ
ベ
ル
で
あ
っ
て
も
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル
値
で
苦
情
の
申
し
立
て
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
静
岡

県
東
伊
豆
町
で
は
、
一
昨
年
末
に
一
〇
基
の
風
車
が
建
設
を
終
え
て
試
験
運
転
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
た
だ
ち
に
近
隣
居

二



住
者
の
三
割
以
上
か
ら
被
害
の
訴
え
が
出
さ
れ
、
町
に
は
苦
情
が
殺
到
し
た
と
い
う
。
愛
知
県
豊
橋
市
細
谷
地
区
、
愛

媛
県
伊
方
町
で
も
同
様
の
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
被
害
状
況
は
「
各
国
の
低
周
波
音
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
並
び
に
過
去
の
研
究
報
告
を
踏
ま
え
」
て
「
整
理
」
し
た
だ
け
で
影
響
評
価
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え

る
。政

府
は
、
環
境
省
に
お
い
て
ま
ず
、
被
害
多
発
地
域
で
実
態
調
査
を
お
こ
な
い
、
調
査
と
同
時
に
、
被
害
者
宅
に
お

い
て
超
低
周
波
・
低
周
波
音
の
測
定
を
し
て
被
害
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
考
え
を
伺
い
た
い
。

�
）

先
の
質
問
主
意
書
へ
の
政
府
答
弁
に
お
け
る
「
一
般
住
空
間
」
と
は
い
か
な
る
空
間
、
地
域
を
指
す
の
か
、
風
車
周

辺
居
住
区
域
は
「
一
般
住
空
間
」
に
あ
た
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
一
般
住
空
間
に
お
け
る
低
周
波

音
の
レ
ベ
ル
」
と
は
ど
の
程
度
の
音
圧
レ
ベ
ル
な
の
か
、
�
／
�
オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
の
測
定
評
価
量
レ
ベ
ル
で
お
示

し
い
た
だ
き
た
い
。

二

風
力
発
電
施
設
運
転
に
伴
う
健
康
被
害
者
の
救
済
と
被
害
拡
大
の
防
止
に
つ
い
て

先
の
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
既
設
風
車
に
よ
り
健
康
を
害
さ
れ
て
い
る
被
害
者
の
救
済
を
求
め
た
。
政
府
は
、
電
気
事

三



業
法
、
同
法
施
行
令
、
騒
音
規
制
法
な
ど
関
連
法
規
と
そ
の
条
文
、
条
項
を
列
記
し
て
答
弁
と
し
て
い
る
。
被
害
者
救
済
と

被
害
拡
大
防
止
に
は
現
行
法
規
上
の
制
約
が
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
が
、
政
府
答
弁
の
ま
ま
で
は
被
害
者
を
放
置
し
て

お
く
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
問
題
解
決
の
た
め
に
以
下
の
質
問
を
す
る
。

�
）

当
面
、
風
車
被
害
発
生
地
域
に
お
け
る
騒
音
測
定
を
早
急
に
実
施
し
、
規
制
基
準
を
超
え
る
地
域
に
つ
い
て
は
風
車

運
転
停
止
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
、
国
は
都
道
府
県
知
事
へ
の
指
導
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が

か
。

�
）

騒
音
測
定
結
果
が
規
制
基
準
値
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
被
害
は
起
こ
る
。
風
車
に
よ
る
健
康
被
害
は
、
八
〇

Ｈ
ｚ
以
上
の
周
波
数
に
お
け
る
可
聴
音
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
下
の
周
波
数
帯
域
の
超
低
周
波
・
低
周
波
騒

音
が
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。
風
車
騒
音
に
は
、
超
低
周
波
・
低
周
波
音
成
分
が
卓
越
し
て
存
在
し
て
お
り
、
こ
う
し
た

場
合
、
騒
音
の
測
定
評
価
法
（
Ａ
特
性
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
）
で
は
、
こ
れ
ら
の
周
波
数
帯
域
成
分
が
過
少
に
評
価
さ
れ

る
か
、
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
は
、
「
環
境
騒
音
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
一
般
騒
音

測
定
は
測
定
評
価
法
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
風
車
被
害
地
域
に
お
い
て
は
、
国
の
責

任
で
�
／
�
オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
に
よ
る
測
定
と
そ
の
影
響
評
価
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が

四



か
。

�
）

現
在
、
被
害
は
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
行
法
規
内
に
お
い
て
は
風
車
運
転
を
規
制
す
る
法
律
は
な

い
、
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
た
な
措
置
を
可
能
と
す
る
立
法
に
よ
り
既
設
風
車
に
よ
る
被
害
者
を
救
済
す
る
と
同
時

に
、
被
害
の
拡
大
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
二
つ
の
法
律
が
必
要
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
一
定
範
囲

の
風
力
発
電
施
設
に
つ
い
て
、
法
の
効
力
に
よ
っ
て
夜
間
の
運
転
停
止
を
可
能
に
す
る
「
臨
時
措
置
法
」
（
仮
称
）
で

あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
風
車
の
建
設
に
つ
い
て
居
住
区
か
ら
一
定
の
距
離
を
と
る
建
設
距
離
規
制
（
セ
ッ
ト
バ
ッ

ク
）
を
定
め
た
法
律
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
立
法
に
よ
り
被
害
者
を
救
済
し
、
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
必
要
は
あ
る
と

考
え
る
か
。
政
府
の
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
見
解
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
。

三

補
助
金
交
付
手
続
き
上
の
認
定
要
件
適
用
の
問
題
点
と
申
請
書
類
精
査
の
必
要
性
に
つ
い
て

補
助
金
交
付
に
か
か
わ
る
質
問
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
で
は
「
…
…
そ
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
者
に
環
境
影
響

調
査
及
び
地
元
住
民
と
の
協
議
等
の
実
施
を
求
め
る
と
と
も
に
、
外
部
の
有
識
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
審
査
委
員
会
に
お
い

て
採
択
審
査
を
実
施
す
る
な
ど
、
適
切
に
執
行
し
て
い
る
。
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
補
助
金
交
付
決
定
が
審
査

委
員
会
で
の
採
択
審
査
に
付
さ
れ
、
そ
の
精
査
の
も
と
で
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
申
請
者
で
あ
る
事
業
者

五



は
、
交
付
要
件
と
さ
れ
る
環
境
影
響
調
査
お
よ
び
地
元
調
整
を
き
ち
ん
と
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
各
地
域
に
お

い
て
紛
争
、
反
対
運
動
な
ど
起
き
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
実
態
は
、
風
車
建
設
予
定
地
域
で
紛
争
、
反
対
運
動
が
起
き
混

乱
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
以
下
、
「
環
境
影
響
調
査
」
と
「
地
元
調
整
」
に
つ
い
て
、
東
伊
豆

町
の
ク
リ
ー
ン
エ
ナ
ジ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
㈱
（
以
下
Ｃ
Ｅ
Ｆ
）
お
よ
び
南
伊
豆
町
の
㈱
Ｊ
パ
ワ
ー
等
（
以
下
電
源
開
発
等
）

に
よ
る
事
業
展
開
の
具
体
的
事
実
に
基
づ
い
て
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
「
適
切
に
執
行
し
て
い
る
。
」
と
す
る
政
府
答
弁
が

適
切
で
あ
っ
た
の
か
、
再
度
、
明
確
な
回
答
を
求
め
る
。

�
）

「
環
境
影
響
調
査
お
よ
び
地
元
調
整
の
実
施
」
に
つ
い
て
は
、
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
者
支
援
対
策
費
補
助
金
を
応

募
さ
れ
る
事
業
者
の
た
め
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
に
基
づ
く
利
用
計
画
の
認

定
に
つ
い
て
（
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
申
請
手
続
き
）
」
お
よ
び
経
済
産
業
省
の
各
地
方
局
か
ら
出
さ
れ
る
「
事
業
者

へ
の
募
集
要
項
」
に
交
付
認
定
要
件
と
し
て
実
施
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
補
助
金
交
付
を
求
め
て
事
業
を
展
開
し
よ
う

と
す
る
事
業
者
は
、
要
件
と
し
て
の
「
環
境
影
響
調
査
お
よ
び
地
元
調
整
」
を
誠
実
に
実
施
、
履
行
す
る
義
務
を
負
わ

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

�
）

環
境
影
響
評
価
方
法
書
並
び
に
環
境
影
響
評
価
書
（
案
）
に
対
す
る
住
民
の
「
意
見
書
」
へ
の
回
答
が
拒
否
さ
れ
た

六



が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
）
。

�
）

縦
覧
に
も
付
さ
ず
に
、
環
境
影
響
評
価
書
（
案
）
を
環
境
影
響
評
価
書
と
偽
っ
て
添
付
し
補
助
金
交
付
申
請
を
す
る

こ
と
が
「
適
切
」
な
の
か
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
、
電
源
開
発
等
）
。

�
）

本
来
、
環
境
影
響
評
価
書
に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
地
元
説
明
会
を
開
催
せ
ず
、
建
設
予
定
地
周
辺
住
民
へ

の
周
知
さ
え
欠
い
た
ま
ま
、
環
境
影
響
評
価
書
（
案
）
の
縦
覧
前
に
首
長
の
事
業
へ
の
同
意
印
を
取
り
付
け
て
補
助
金

交
付
申
請
を
す
る
こ
と
は
不
適
切
と
思
う
が
、
い
か
に
考
え
る
か
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
、
電
源
開
発
等
）
。

�
）

前
項
の
状
態
で
首
長
の
同
意
印
を
取
り
付
け
て
地
元
承
諾
と
す
る
こ
と
は
補
助
金
交
付
申
請
手
続
き
上
、
「
適
切
」

と
い
え
る
の
か
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
）
。
ま
た
、
前
記
の
よ
う
な
手
続
き
の
も
と
に
な
さ
れ
た
申
請
に
つ
い
て
、
交
付
決
定
を
す

る
こ
と
が
「
適
切
に
執
行
し
て
い
る
。
」
こ
と
に
な
る
の
か
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
、
電
源
開
発
等
）
。

�
）

事
実
を
踏
ま
え
な
い
事
業
者
の
一
方
的
報
告
や
補
助
金
交
付
申
請
の
も
と
で
の
事
業
展
開
に
よ
り
各
地
域
で
紛
争
並

び
に
建
設
反
対
運
動
が
多
発
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
所
管
官
庁
で
あ
る
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の
不
適
切
な
交
付
決
定
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
、
電
源
開
発
等
）
。

�
）

南
伊
豆
町
で
は
、
送
電
線
用
の
土
地
使
用
権
取
得
に
関
し
て
、
同
意
を
与
え
て
い
な
い
土
地
所
有
者
へ
の
断
り
も
な

七



く
測
量
用
の
杭
を
打
ち
込
み
、
土
地
所
有
者
の
権
利
を
侵
し
て
土
地
利
用
の
承
諾
を
迫
っ
て
い
る
。
事
業
者
の
か
か
る

不
法
行
為
に
よ
る
承
諾
の
取
り
付
け
に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
（
電
源
開
発
等
）
。

右
質
問
す
る
。

八


